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 令和６年７月１６日（火）にホテルレイクビュー水戸において、令和６年度第１回生活

衛生営業経営特別相談員研修会を開催しました。 

 研修内容及び講師は次のとおりです。 

（１）生活衛生改善貸付の推進と生活衛生改善貸付の推薦書作成上の留意点 

講師：(公財)全国生活衛生営業指導センター 

    指導調査部長 伊藤 由満 氏 

   (株)日本政策金融公庫 水戸支店 国民生活事業 

    融資第一課長 薮崎 利之 氏 

 

（２）最近の保健衛生の現状と課題について 

講師：茨城県保健医療部生活衛生課 

    主査 丸田 昭裕 氏 

 

（３）デジタル化活用による業務効率化策について 

講師：茨城県よろず支援拠点 

    コーディネーター 髙橋 美紀 氏 

 

（４）組合組織基盤強化等について 

講師：(公財)茨城県生活衛生営業指導センター 

    事務局長 亀山 和則 氏 

  

受講された皆さんからは「デジタル化対応につ

いて興味のある内容だった。有効活用に向けて詳

しい研究をしたい。」、「組合員増加のための打開策

についてもっと聞きたかった。」などの声があがっ

ていました。 

 

 

生活衛生営業経営特別相談員研修会を開催しました 

 

講師の高橋美紀氏 

 



 

令和６年度のクリーニング師研修を８月に県内３カ所で開催しました。 

開催日及び会場は以下のとおりです。 

 開催年月日 会場名 

令和６年８月１８日（日） 茨城県立歴史館 

令和６年８月２０日（火） 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

令和６年８月２９日（木） 茨城県県西生涯学習センター 

  

今回講師をしていただいた梅澤典子先生は、

かつて女子栄養大学の講師をされ、さらには全

国クリーニング生活衛生同業組合連合会・クリ

ーニング総合研究所で勤務経験もあり、こうし

た豊富な経験と知識に基づき、最近のトレンド

情報も織り混ぜながら、「洗濯物の受取り、保管

及び引渡し」、「洗濯物の処理」、「繊維及び繊維製品」について、丁寧に説明していただ

きました。 

 その他、茨城県生活衛生営業指導センターの渡邉専務理事から「衛生法規及び公衆衛

生」について話がありました。 

 

クリーニング師研修を開催しました 

【クリーニング師研修】 

クリーニング師研修は、クリーニング業法により義務づけられている研修制度です。 

クリーニング師研修は、繊維製品の素材の多様化や環境問題、消費者保護策への取組み

等、クリーニング業を取り巻く環境の変化に対応するため、クリーニング師の資質の向

上、知識の習得等を図ることにより、消費者擁護の観点からのクリーニング事故の防止及

び質の高いクリーニングサービスの提供を確保し、国民の生活水準の向上に資することを

目的に実施されています。 

クリーニング師は、業務に従事した後 1年以内に、その後は３年を超えない期間ごとに

都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受ける義務があ

ります。  

 本研修は茨城県知事の指定を受けて、全国生活衛生営業指導センターの委託により茨城

県生活衛生営業指導センターが実施しています。 

 

 

 



 クリーニング業務従事者講習会は、クリーニング業法により義務づけられている研修制

度です。 

営業者は、クリーニング所を開設してから 1年以内に従事者数の 5分の 1以上（端数を

生じた場合は切り上げ）の者を選んで受講させ、その後は、3年に 1回の割合で、同様の

方法で選んだ者に対し受講させることが義務づけられています。 

令和６年度のクリーニング業務従事者講習会の日程等が次のとおり決定しました。 

受講を希望される方は、茨城県生活衛生営業指導センター（TEL029-225-6603）までご連

絡ください。なお、本年度受講対象となっているクリーニング所を営業されている方には

個別にご案内いたします。 

１ 日時及び会場 

開催年月日 会場名 

令和６年１１月 ６日（水） 茨城県県西生涯学習センター 

令和６年１１月１９日（火） 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

令和６年１１月２２日（金） 茨城県立歴史館 

※いずれも午後１時～４時３０分の予定です。 

２  研修科目 

   （１）洗濯物の受取保管及び引渡し 

   （２）洗濯物の処理 

   （３）繊維及び繊維製品 

   （４）衛生法規及び公衆衛生 

３ 対象者 

   クリーニング所(取次所を含む)の業務に従事する方で営業者が選定した方 

・営業者は、クリーニング所の開設後 1年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関

する衛生管理を行うものとして、その従事者の中からその従事者の数に 5分の 1を乗じて得た

数(その数が１に満たないときは 1とし、その数が 1に満たない端数を生じたときはその端数

を 1として計算する。)の者を受講させる。 

・前記講習を受講させた営業者は、3年を超えない期間ごとに前期と同様の方法で選んだ者を受

講させる。 

４ 申込方法 

本年度受講該当営業所には個別にご案内しますので、各会場の開催日 10日前までに

当センターへ郵送またはＦＡＸにてお申込みください。 

申込先:茨城県生活衛生営業指導センター 

        〒310-0011 水戸市三の丸１－５―３８ 茨城県三の丸庁舎 

           TEL ０２９－２２５－６６０３ 

           FAX ０２９－２２５－６６３８ 

５ 受講料 ４，５００円（当日会場に持参してください。） 

※ 受講を修了した方に対しては、所定の修了証書を交付するとともに、管轄の保健所に受

講済みの報告をします。 

令和６年度クリーニング業務従事者講習会を実施します 

 

 



理容生活衛生同業組合 
 ９月１０日(火)に水戸及びつくばの献血センターにて毎年恒例となった組合員による献

血を実施しました。 

 全国理容生活衛生同業組合連合会では、９月の第２月曜日を

「理容ボランティアの日」と制定し、全国一斉に理容ボランティ

ア活動を行っています。 

 この活動は全国にボランティア精神の輪を広げようとするもの

で、当組合でもこれまで「理容ボランティアの日」にあわせて

様々なボランティア活動を行ってきていますが、近年は献血を実施し

ており、献血は本年で５回目となります。 

今年は組合員さんの業務等の関係で火曜日での実施となり、水戸と

つくば併せて７８名の参加がありました。 

参加者に感想を求めると、「献血をすることで、少しでも血液を必要

としている方のお役にたてればうれしい。」と笑顔で答えてくれまし

た。 

        麺類業生活衛生同業組合 

８月２１日(水)に茨城県水戸合同庁舎において、組合員を対象にした「美味しお人材

育成セミナー」を開催しました。 

茨城県は心疾患や脳血管疾患などの生活習慣病による死

亡率が全国に比べて高く、その要因の一つである食塩摂取

量も国が定める目標量を大幅に超えている状況にあるた

め、茨城県では「いばらき美味しおスタイル」として、食

塩摂取量を減らす取り組みを進めています。 

 当組合としても、美味しさを損なわずに塩分を抑えた料

理をご来店いただいたお客様に提供できないかと考え、この度県の協力を得て「美味し

お人材育成セミナー」を開催しました。 

 茨城県健康推進課の担当の方から、「いばらき美味しおスタ

イル」の取組みを説明していただいた後に、料理研究家で管

理栄養士の大和沙織さんから「今日からできる！適塩のスス

メ」というテーマでお話をしていただきました。 

 「減塩の基本として、ただ闇雲に減塩をしても長続きはし

ない。「適塩」にして、できるだけ味を落とさず長続きでき

るようにすることが大事であり、また、お店で料理を提供

する際には「食材の選び方」や「調理方法」、「食べ方」を

工夫することで、味を落とすことなく減塩は可能となる。」とのことでした。 

 今後、麺類業界全体で「美味しい料理の提供」と「減塩」の両立を考えていくうえで

のいいキッカケづくりとなりました。 

生衛組合だより 

 

 

献血をする飯野理事長 

 

 

講師の大和沙織さん 



   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

相談内容 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 
 



 
 



 



 

 



 



  


